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平成３１年１月２４日判決言渡  

平成３０年（ネ）第１００３８号 不正競争行為差止等請求控訴事件 

(原審・東京地方裁判所平成２９年（ワ）第２１１０７号) 

口頭弁論終結日 平成３０年１２月３日 

判        決 

 

控 訴 人     株 式 会 社 タ ツ ミ 楽 器 

 

訴訟代理人弁護士     浦   上   俊   一 

 

被 控 訴 人     Ｆｏｒｅｓｔｏｎｅ Ｊａｐａｎ 

                      株式会社 

 

訴訟代理人弁護士     岩   崎   章   浩 

主    文 

１ 原判決を次のとおり変更する。 

２ 被控訴人は，別紙被告商品目録記載の商品を譲渡し，譲渡のた

めに展示し，又は輸出してはならない。 

３ 被控訴人は，前項記載の商品を廃棄せよ。 

４ 被控訴人は，控訴人に対し，２１万６９８１円及びこれに対す

る平成２９年６月２３日から支払済みまで年５分の割合による金

員を支払え。 

５ 控訴人のその余の請求を棄却する。 

６ 訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを１０分し，その３を被

控訴人の負担とし，その余を控訴人の負担とする。 

７ この判決は，第２項及び第４項に限り，仮に執行することがで
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きる。 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 主文第２項及び第３項と同旨 

３ 被控訴人は，控訴人に対し，８８０万円及びこれに対する平成２９年６月２

３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要（略称は，特に断りのない限り，原判決に従う。） 

１ 事案の要旨 

 本件は，別紙原告商品目録記載のサックス用ストラップ（以下「原告商品」

という。）を販売する控訴人が，別紙被告商品目録記載のサックス用ストラッ

プ（以下「被告商品」という。）を販売する被控訴人に対し，被告商品は原告

商品の形態を模倣した商品であり，被控訴人による被告商品の販売は，不正競

争防止法（以下「不競法」という。）２条１項３号の不正競争行為（商品形態

模倣行為）に該当すると主張して，同法３条１項及び２項に基づき，被告商品

の販売等の差止め及び廃棄を，同法４条に基づき，損害賠償８８０万円及びこ

れに対する不正競争行為の後である平成２９年６月２３日から支払済みまで民

法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 

 原判決は，①同法１９条１項５号イは，日本国内において最初に販売された

日から起算して３年を経過した商品について，その商品の形態を模倣した商品

の譲渡等の行為について同法３条の規定を適用しないと規定しているところ，

同法２条１項３号の趣旨からすれば，「最初に販売された日」の対象となる商

品とは，保護を求める商品形態を具備した最初の商品を意味するのであって，

このような商品形態を具備しつつ，若干の変更を加えた後続商品を意味するも

のではないと解される，②原告商品は，別紙旧原告商品目録記載のサックス用

ストラップ（以下「旧原告商品」という。）からモデルチェンジされた商品で
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あるところ，両商品の全体的な基本的形態に変更はなく，機能的な特徴にも変

更はないが，Ｖ型プレート，革パッド及びブレード（紐）が旧原告商品からの

変更部分である，③旧原告商品の保護期間が経過した後であっても原告商品が

同号の保護を受け得るのは，そのＶ型プレートの変更部分が商品の形態におい

て実質的に変更されたものであり，その特有の形状が美観の点において保護さ

れるべき形態であると認められることによるものであるから，同号による保護

を求め得るのはこの変更部分に基礎を置く部分に限られる，④原告商品と被告

商品のＶ型プレートの美観に基礎を置く部分は実質的に同一とは認められない

から，被告商品の形態は原告商品の形態と実質的に同一であるとはいえないし，

また，被控訴人が原告商品に依拠したということもできないとして，被告商品

が原告商品の形態を模倣した商品と認めることはできない旨判断し，控訴人の

請求をいずれも棄却した。 

 控訴人は，これを不服として本件控訴を提起した。 

２ 前提事実 

 次のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」の第２の２記載のとお

りであるから，これを引用する。 

(1) 原判決２頁６行目の「原告は，」の次に「平成２６年８月に設立された，」

を，同頁７行目の「被告は，」の次に「平成２３年８月に設立された，」を

加える。 

(2) 原判決２頁１０行目の「原告は，」の次に「平成２８年３月ころから，」

を加える。 

３ 争点 

(1) 被告商品は原告商品の形態を模倣した商品に該当するか（争点１） 

(2) 原告商品が日本国内において最初に販売された日から起算して３年を経

過した商品に該当するか（争点２） 

(3) 控訴人は差止請求及び損害賠償請求の請求主体となり得るか（争点３） 
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(4) 控訴人の損害額（争点４） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点１（被告商品は原告商品の形態を模倣した商品に該当するか）について 

（控訴人の主張） 

(1) 形態の実質的同一性について 

ア 原告商品の形態の特徴等 

(ア) 原告商品（検甲２）の形態は，別紙「原告商品と被告商品の各構成

態様」の「原告商品」欄記載のとおり，①全体的形態（基本的構成態様）

において，革パッド，ブレードクリンチ，Ｖ型プレート，ブレード（紐）

及びフックの５つのパーツにより構成されており，ブレードクリンチは，

留めネジでブレード（紐）を固定する構造となっており，留めネジを外

すことでブレード（紐）をほどくことができるため，この構造により上

記５つのパーツを分解・交換することができること，②Ｖ型プレートは，

中央部の四角形状とそこから左右に伸びる細長い辺からなり，両翼の先

端にそれぞれ穴があり，中央部に４つの穴があるという基本的形状を有

し,ストラップ装着時に首元を圧迫しない構造となっており，Ｖ型プレー

トによって，スムーズに楽器に吹き込むことができるようになっている

こと，③革パッドは，首や肩等の体にかかる負担を軽減することを目的

として，中央部分には，クッション（パット）を入れず，窪みを設けて

いることなどの特徴を有している（以下，それぞれを番号に応じて「特

徴①」などという場合がある。）。 

(イ) サックス用ストラップにおいて，不競法２条１項３号の保護の対象

から除外される「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態」（同

号括弧書き）とは，首から下げられる帯状又は紐状の輪に，サックスを

引っかけるフックが付いているという形態（例えば，甲７）であるが，

原告商品の全体的形態は，単なる帯状又は紐状の輪にフックを付けたも
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のではなく，革パッド，Ｖ型プレート，ブレードクリンチ，ブレード（紐），

フックのフォルム，サイズ，材質，色彩等についても，多様な選択肢が

あり得る中で，工夫を凝らして特有の美観を有している。 

 したがって，原告商品の形態は，「当該商品の機能を確保するために

不可欠な形態」に該当しないことは明らかである。 

 また，原告商品のＶ型プレートにおける中央部の四角形状とそこから

左右に伸びる細長い辺からなり，両翼の先端にそれぞれ穴があり，中央

部に４つの穴があるという基本的形状は，被控訴人が主張する類似商品

（乙１，２，４，５）のＶ型プレートには見られない特徴的な形態であ

り，ありふれた形態ではない。 

(ウ) 原告商品（検甲２）は，旧原告商品（検甲１）をモデルチェンジし

た商品である。 

 原告商品と旧原告商品とは，特にＶ型プレート，革パッド及びブレー

ド（紐）において，形態が大きく相違している。 

 すなわち，①原告商品のＶ型プレートは，旧原告商品のＶ型プレート

と比べ，中央から左右に伸びる両翼の形，角度，幅等の形状が大きく変

更され，細長くなっており，両者の形態は実質的に異なっている（別紙

「原告商品と旧原告商品の変更点」の「１」），②原告商品の革パッド

は，旧原告商品の革パッドと比べ，中央部から左右の端までの長さがそ

れぞれ約２．５㎝長くなり，旧原告商品の革パッドの中央上部にあった

山のような形状部分をなくして窪みを設けることで，革パッドが演奏者

の首の後ろにフィットする形状となっている（同「２」），③原告商品

のブレード（紐）は，旧原告商品のブレード（紐）が白色をベースに灰

色の模様が入ったものであったのが，黒色一色に変更され，長さも変更

されている（同「３」）。 

 このように原告商品の形態は旧原告商品の形態と大きく相違しており，
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両形態は実質的に同一であるとはいえない。 

イ 被告商品の形態が原告商品の形態と実質的に同一であること 

(ア) 被告商品（検甲３）の形態は，別紙「原告商品と被告商品の各構成

態様」の「被告商品」欄記載のとおり，前記ア(ア)の原告商品の形態の

特徴①ないし③を全て備え，全体的形態及び各パーツの形態において原

告商品との間で極めて多数の共通点が認められ，形状，色彩，光沢，質

感等が酷似しており，以下に述べるＶ型プレートにおける相違点は，商

品全体からみるとささいな相違にとどまり，機能上あるいは外観上意義

のある改変は行われていないから，被告商品の形態は，原告商品の形態

と実質的に同一である。 

(イ)  原告商品のＶ型プレートと被告商品のＶ型プレートは，大きさはほ

ぼ共通し，基本的な構成態様は共通し（別紙「原告商品と被告商品の各

構成態様」のＴ，Ｖ，Ｗ及びＺの各欄），その全体的形状が酷似し，美

観が共通している。 

 他方で，原告商品のＶ型プレートと被告商品のＶ型プレートには，①

原告商品は，中央部の下部の２つの穴と上部の間に窪みができており，

下部が丸みを帯びているのに対し，被告商品は，中央部が下部に向かっ

て滑らかに狭くなっている点，②中央部の上部の２つの穴の位置が異

なっている点，③中央部の下面は，原告商品が平面であるのに対し，被

告商品は歪曲している，④両翼の角度及び先端部分の上面・側面の角度

が異なる点で相違する（以下，それぞれを番号に応じて「相違点①」な

どという場合がある。）。 

 しかし，相違点①及び③は，Ｖ型プレートの全体形状のうち，中央部

の四角形状の部分，しかもそのうちの側面と下辺のカーブ傾斜の相違に

すぎず，辺のカーブを変えるという改変の着想も容易である。 

 また，相違点②は，４つの穴のうち上の２つの穴の位置がわずかに数
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ミリ程度ずれているにすぎず，穴の位置をずらすという改変の着想も容

易である。 

 さらに，相違点④のうち，両翼の角度の違いは，両翼中心部分を起点

に重ね合わせてみてはじめて分かる程度のわずかなものである。 

 そして，原告商品のＶ型プレートと被告商品のＶ型プレートは全体的

形状が酷似し，美観が共通していることを踏まえると，相違点①ないし

④は，Ｖ型プレートの全体的形態に与える変化に乏しく，全体からみる

と，ささいな相違にとどまり，改変によって相応の形態上の特徴がもた

らされたとはいえないから，前記(ア)の両商品の形態の実質的同一性の

判断に影響を及ぼすものではない。 

(2) 依拠について 

 ①被告商品の形態と原告商品の形態は実質的に同一であること，②原告商

品の販売開始日（平成２８年３月ころ）から被告商品の販売開始日（同年１

１月ころ）までの期間は約８か月という短期間であり，その間，原告商品は，

海外の世界的楽器フェアで展示され，海外の販売店でも取扱いがあったほか，

控訴人のホームページや販売店サイト等に掲載され，世界中からインター

ネットでアクセス可能であったこと，③控訴人代表者と被控訴人代表者は，

平成２３年ころ知り合った後，平成２４年ころ，控訴人代表者が当時勤務し

ていたオーディオ等の販売を業とする株式会社逸品館（以下「逸品館」とい

う。）で自ら開発した「バードストラップ」という商品名のサックス用スト

ラップ（以下，単に「バードストラップ」という。）を被控訴人代表者がそ

の当時営んでいたＨ．Ｍ．Ｔｒａｄｉｎｇにおいて輸出，販売するようになっ

てからは，バードストラップ及びその改良品の旧原告商品について海外の楽

器フェアで展示販売を行う際に協力するなど緊密な業務協力関係にあったが，

その後，控訴人代表者が，逸品館を退職し，同社からバードストラップに関

する事業・権利の一切を承継した控訴人を設立した後，被控訴人代表者から
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旧原告商品の仕入れの申入れを受けた際に，価格が折り合わず，断った経緯

があること，④控訴人代表者は，平成２８年１１月４日ころ，被控訴人が原

告商品を模倣した被告商品を販売していることを知り，被控訴人代表者に対

し，電話で抗議したところ，被控訴人代表者は，これを認めるとともに，当

該電話の後，控訴人代表者に対し，商品形態を模倣したことについて弁明す

る旨のメール（甲１４）を送信したことからすると，被控訴人は，原告商品

の形態を認識し，この形態に依拠して被告商品を作り出したものといえる。 

(3) 小括 

 以上によれば，被告商品は，原告商品の形態に依拠して作り出された実質

的に原告商品と同一の形態の商品といえるから，原告商品の形態を模倣した

商品（不競法２条１項３号）に該当する。 

（被控訴人の主張） 

(1) 形態の実質的同一性について 

ア 原告商品の形態の特徴等について 

(ア) サックス用ストラップは，演奏者がサックスをぶら下げて，両手で

演奏できるための道具であり，その機能及び効用は，演奏に支障がでな

いように呼吸を確保しながら楽な姿勢で演奏できる状態を保つ点にある

から，演奏者の呼吸を妨げることがあってはならず，また首や肩にかか

る荷重を分散する必要があることからすると，Ｖ型プレートによって，

ストラップ装着時に首元を圧迫しない構造にすること，革パッドにクッ

ション（パッド）を入れて衝撃を緩和することは，サックス用ストラッ

プの機能及び効用を確保するために不可欠であるといえる。 

 そして，Ｖ型プレートと革パッド，Ｖ型プレートとサックスをつなぐ

フックをそれぞれブレード（紐）でつなぐ必要があること，ブレード（紐）

で接続するために各部位に穴を設ける必要があること，演奏者によって

身長・腕・肩・胴の長さが異なることから，個人の体にフィットさせる
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ために，個々のパーツを分解したり，長さを調整できるようにする必要

があることからすると，Ｖ型プレートに穴を開けてブレード（紐）を通

す構造にすることも，サックス用ストラップの機能及び効用を確保する

ために不可欠であるといえる。 

 そうすると，控訴人が主張する原告商品の形態の特徴①ないし③（基

本的構成態様，Ｖ型プレートの形態及び革パッドの形態）は，いずれも

サックス用ストラップの機能及び効用を確保するために不可欠な形態で

あるから，原告商品の形態は，「当該商品の機能を確保するために不可

欠な形態」（不競法２条１項３号括弧書き）に該当し，同号の保護の対

象とはならない。 

 また，控訴人が主張する原告商品の形態の特徴①ないし③は，原告商

品より前に販売又は公開されていた先行商品（乙１ないし５）に現れ，

サックス用ストラップの形態として一般的に知れ渡っていた，ありふれ

た形態であるから（乙１８），同号の保護の対象とはならない。 

(イ) 原告商品と旧原告商品の革パッド，ブレードクリンチ，Ｖ型プレー

ト，ブレード（紐）の通し方，フックは，美観が共通し，実質的に同一

である。 

 控訴人が原告商品及び旧原告商品の形態の相違点として指摘するＶ型

プレート，革パッド及びブレード（紐）の形態は，各パーツの基本形態

を維持した軽微な変更にすぎない。 

 すなわち，①原告商品と旧原告商品のＶ型プレートは，中央下部の幅，

４個の穴の位置，それぞれの穴の距離，中央下部の窪みの位置・角度，

両翼下部の角度，両翼の長さ，両翼の穴の位置が共通しており，主たる

相違点は，上部のみであり，原告商品のＶ型プレートは，旧原告商品の

Ｖ型プレートの中央から左右に伸びる両翼のうち，上部のみを削ったに

すぎない，②革パッドの長さや中央上部の形状部分の相違点はわずかな
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違いにすぎず，形態の変更とはいえない，③ブレード（紐）の色彩は，

変化しているが，そもそも控訴人は各パーツをばら売りしており，モデ

ルチェンジ前の色彩の紐も販売されているから，色彩がモデルチェンジ

されたとはいえないし，長さの変更もささいなものにすぎない。 

 したがって，原告商品の形態と旧原告商品の形態は実質的に同一であ

るから，原告商品の形態は，旧原告商品の形態とは別の形態として，不

競法２条１項３号により保護されるものではない。 

イ 被告商品の形態が原告商品の形態と実質的に同一といえないこと 

(ア) 前記ア(ア)のとおり，控訴人が原告商品の形態と被告商品の形態と

の共通点として主張する，原告商品の形態の特徴①ないし③（基本的構

成態様，Ｖ型プレートの形態及び革パッドの形態）は，サックス用スト

ラップにおいて，「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態」に

該当し，又はありふれた形態にすぎないから，不競法２条１項３号の保

護は及ばない。 

(イ) 原告商品のＶ型プレートと被告商品のＶ型プレートの相違点①ない

し④は，以下のとおり，軽微なものではないし，上記相違点以外にも相

違点がある。 

ａ Ｖ型プレートの中央部について（相違点①ないし③） 

① 中央部の左右の窪み（相違点①） 

 別紙「原告商品と被告商品のＶ型プレートの比較」の図４（ａ）

のとおり，プレート本体部（３１，３１’）は，原告商品のＶ型プ

レート（３）が上端部（３１１）から中央部（３１２）にかけてｘ

軸方向の幅が狭くなっており，ｙ軸方向側の下端部（３１３）でｘ

軸方向の幅が広くなっており，看者に対して丸みのある印象を与え

るのに対し，被告商品のＶ型プレート（３’）は，上端部（３１１’）

から中央部（３１２’）及び下端部（３１３’）にかけて滑らかに
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ｘ軸方向の幅が狭くなっており，原告商品のＶ型プレート（３）に

比べて看者に対してシャープな印象を与える。 

 原告商品のＶ型プレートの中央部に窪みが存在することは，一見

して判別できる程度であり，その位置もプレート本体部に存在する

ことから，美観に対する影響は大きく，形態的特徴の変化を認める

ことができる。 

② 中央部の幅（相違点②） 

 別紙「原告商品と被告商品のＶ型プレートの比較」の図４（ａ）

のとおり，被告商品のＶ型プレート（３’）の第２貫通孔（３３２’）

と第５貫通孔（３３５’）との間隔が，原告商品のＶ型プレート（３）

の第２貫通孔（３３２）と第５貫通孔（３３５）との間隔より広く

なっている。 

 そして，被告商品のプレート本体部（３１’）が原告商品のプレー

ト本体部（３１）と比べて上端部（３１１’）及び中央部（３１２’）

のｘ軸方向の幅が広くなっていることもあり，被告商品のプレート

本体部（３１’）は，原告商品のプレート本体部（３１）よりｘ軸

方向の幅がより広くなっている印象を看者に対して与える。 

③ 中央部下部の窪み（相違点③） 

 別紙「原告商品と被告商品のＶ型プレートの比較」の図４（ａ）

のとおり，原告商品のＶ型プレート（３）の下面（３１４）はフラッ

トであるのに対し，被告商品のＶ型プレート（３’）の下面（３１

４’）は中央部分がｙ軸正方向側に湾曲して，窪みを形成している。 

 中央部下部の窪みは，中央部の左右に窪みが存在しない被告商品

であるからこそ映えるものであり，被告商品の美観にアクセントと

バランスをもたらす形状の変化であり，着想は容易ではなく，被告

商品の形態的特徴といえる変化が認められる。 
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ｂ Ｖ型プレートの両翼の角度及び先端部分の角度（相違点④） 

① 先端部分 

 別紙「原告商品と被告商品のＶ型プレートの比較」の図４（ｂ）

のとおり，原告商品のＶ型プレート（３）のプレート腕部（３２）

が，側面（３２１）はｙ軸と平行であり，上面（３２２）及び下面

（３２３）は，ｘ軸と平行であり，角が丸みを帯びており，看者に

対して丸みのある印象を与えるのに対し，被告商品のＶ型プレート

（３’）のプレート腕部（３２’）は，側面（３２１’）は上方に

向かって急角度に傾斜しており，上面（３２２’）及び下面（３２

３’）も上方に向かって緩やかな角度で傾斜しており，看者に対し

てシャープな印象を与える。 

② 両翼の角度 

 別紙「原告商品と被告商品のＶ型プレートの比較」の図４（ｃ）

のとおり，原告商品のＶ型プレート（３）と被告商品のＶ型プレー

ト（３’）では，プレート腕部（３２，３２’）のプレート本体部

（３１，３１’）からの立ち上がり角度が異なる。 

ｃ その他 

 原告商品（検甲２）のＶ型プレート（３）は光沢がある黒色である

のに対し，被告商品（検甲３）のＶ型プレート（３’）は艶なしタイ

プの黒色である点で，色彩において相違する。 

 また，原告商品のＶ型プレート（３）は，プレート本体部（３１）

の中央部（３１２）にロゴと商品名が表示されているのに対し，被告

商品のＶ型プレート（３’）はプレート腕部（３２’）に被控訴人名

が表示されている点で相違する。 

     ｄ 小括 

 原告商品のＶ型プレートと被告商品のＶ型プレートを全体観察して
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対比した場合，基本的構成態様は共通しているとしても，前記相違点

により，原告商品のＶ型プレートは看者に対して丸みがある印象を与

えるのに対し，被告商品のＶ型プレートは看者に対してシャープな印

象を与えるものであり，美観が大きく異なるから，原告商品と被告商

品のＶ型プレートの美観に基礎を置く部分は実質的に同一であるとは

いえない。 

(ウ) 以上のとおり，控訴人が主張する原告商品の形態と被告商品の形態

との共通点（基本的構成態様，Ｖ型プレートの形態及び革パッドの形態）

は，サックス用ストラップにおいて，「当該商品の機能を確保するため

に不可欠な形態」又はありふれた形態であって，不競法２条１項３号の

保護は及ばないのに対し，両形態の相違点は，商品全体からみてもささ

いな相違にとどまるものとはいえないから，被告商品の形態は，原告商

品の形態と実質的に同一とはいえない。 

(2) 依拠について 

 ①被告商品の形態と原告商品の形態は実質的に同一とはいえないこと，②

被告商品は，被控訴人及び控訴人の台湾及び中国における販売代理人であっ

た甲ⅠがＩＳｈａｗｎ社（藝想文創有限公司）に委託して，平成２８年５月

ころから台湾で開発，製造され，同年１０月ころ，被控訴人によって発表さ

れた商品であって，原告商品の販売開始から被告商品の発表までの期間は，

わずか７か月にすぎず，しかも，原告商品は日本で開発され，販売されてい

る商品であることから，この間にＩＳｈａｗｎ社が原告商品にアクセスする

ことは困難であったこと，③原告商品の全体的形態は，類似商品が多数流通

していたありふれた形態であり（乙１８），Ｖ型プレート及び革パッドの形

態も，ありふれた形態であること（乙１ないし５）からすると，ＩＳｈａｗ

ｎ社は，業界のスタンダードな形態のものを参考に，独自のアレンジをする

ことにより被告商品を開発することができたこと，④被控訴人は，被告商品
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の開発に全く関与しておらず，原告商品にもアクセスしていないし，控訴人

が主張するように原告商品と旧原告商品とが実質的に異なる形態の商品であ

るとすれば，原告旧商品にアクセスできたからといって原告商品にアクセス

できたことにはならないこと，⑤被控訴人代表者が控訴人代表者に送信した

メール（甲１４）は，控訴人代表者からの猛抗議を受けたことから，被控訴

人に非はないものの，トラブルになるくらいなら協力して販売することを提

案したにすぎないことに照らすと，被控訴人は，原告商品の形態を知らなかっ

た上，この形態と実質的に同一といえる程に酷似した形態と客観的に評価さ

れる形態の商品を作り出すことを認識していなかったといえるから，被告商

品は，原告商品の形態に依拠して作り出されたものではない。 

(3) 小括 

 以上によれば，被告商品は原告商品の形態に依拠して作り出された実質的

に原告商品と同一の形態の商品とはいえないから，被告商品は原告商品の形

態を模倣した商品に該当しない。 

２ 争点２（原告商品が日本国内において最初に販売された日から起算して３年

を経過した商品に該当するか）について 

 当事者の主張は，次のとおり訂正するほか，原判決の８頁３行目から９頁２

２行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。 

(1) 原判決８頁４行目の「原告商品」を「旧原告商品」と，同頁８行目の「販

売開始時期」を「最初に販売された日」と改める。 

(2) 原判決８頁１６行目の「以下のとおり，」を「前記１の被控訴人の主張(1)

ア(イ)のとおり，」と改め，同頁１８行目から９頁１行目までを削る。 

(3) 原判決９頁３行目及び８行目の各「販売開始時期」を「最初に販売された

日」と改める。 

(4) 原判決９頁９行目の「旧原告商品とは，」の次に「前記１の控訴人の主張

(1)ア(イ)のとおり，」を加え，同頁１１行目から２２行目までを削る。 
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３ 争点３（控訴人は差止請求及び損害賠償請求の請求主体となり得るか）につ

いて 

 当事者の主張は，次のとおり訂正するほか，原判決の９頁２４行目から１０

頁９行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。 

(1) 原判決９頁末行から１０頁１行目にかけての「本件請求の請求権者に該当

する。」を「控訴人は，本件差止請求（廃棄請求を含む。以下同じ。）及び

本件損害賠償請求をすることができる。」と改める。 

(2) 原判決１０頁９行目の「請求権者に該当しない。」を「本件差止請求及び

本件損害賠償請求の請求主体となり得ない。」と改める。 

４ 争点４（控訴人の損害額）について 

（控訴人の主張） 

(1) 不競法５条２項に基づく損害額 

ア(ア) 被控訴人は，平成２８年１１月ころから平成２９年６月までの約８

か月間に，被告商品を少なくとも毎月２５０本，合計２０００本販売し

た。 

 被告商品の販売価格は，１本１万円であり，その利益額は１本４００

０円であるから，被控訴人の得た利益額は８００万円（＝４０００円×

２０００本）である。 

(イ) 被控訴人主張の被告商品の販売数量には，被控訴人の香港，マレー

シア及び台湾の取引先（甲１０，１２，２０，２２，２３，４４）に対

する販売分，海外の展示会（乙１８）で直接販売した販売分，被控訴人

が甲Ⅰを通じて販売した販売分が含まれていない。 

イ 被控訴人による被告商品の販売は，不競法２条１項３号の不正競争行為

に当たる。 

 そして，控訴人は，海外のいずれの国であっても引き合いがあれば，原

告商品を輸出，販売し（甲１６ないし１９），被告商品の販売地域は原告
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商品の販売地域と重複しているから，被控訴人の不正競争行為によって，

控訴人の営業上の利益が侵害されたものである。 

 したがって，同法５条２項により，控訴人は，被控訴人が得た前記ア(ア)

の利益額８００万円と同額の損害を被ったものと推定される。 

(2) 弁護士費用 

 被控訴人の不正競争行為と相当因果関係のある控訴人の弁護士費用相当の

損害額は，８０万円である。 

(3) 小括 

 以上によれば，控訴人は，被控訴人に対し，不競法４条に基づく損害賠償

として８８０万円（前記(1)及び(2)の合計額）及び不正競争行為の後である

平成２９年６月２３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延

損害金の支払を求める。 

（被控訴人の主張） 

(1) 不競法５条２項に基づく損害額の主張に対し 

ア 控訴人の主張は争う。 

 被控訴人は，平成２８年１０月３１日から平成２９年６月１５日にかけ

て被告商品を７５本販売し，その売上額は合計３９万１７２５円，利益額

は合計１４万８９６３円である。被控訴人の販売先は，全て海外（オース

トリア，オランダ，ドイツ等）である。 

 また，被控訴人は，海外の展示会で被告商品を直接販売はしていないし，

甲Ⅰが被告商品を販売しているかどうか定かでない。 

 そして，原告商品は日本国内を市場とし，海外では販売されていないの

に対し，被告商品は，海外でのみ販売され，日本国内では販売されておら

ず，原告商品及び被告商品の販売地域は重複していないから，被控訴人に

よる被告商品の販売によって原告商品の販売数量が減少したとはいえない。 

イ 原告商品は，革パッド，ブレードクリンチ，Ｖ型プレート，ブレード及
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びフックの５つのパーツから構成され，パーツ毎に独立して販売されてい

る（革パッド３６００円，ブレードクリンチ１６００円，Ｖ型プレート４

２００円，ブレード５００円及びフック５００円の合計１万０４００円）

ところ，原告商品について不競法２条１項３号の保護が及ぶのはＶ型プ

レートの部分に限られるから，被告商品のうち，Ｖ型プレートの寄与度を

４割として損害額を算定すべきである。 

(2) 弁護士費用の主張に対し 

 控訴人の主張は争う。 

第４ 当裁判所の判断 

 当裁判所は，被告商品は，原告商品の形態を模倣した商品であり，被控訴人

による被告商品の販売は不競法２条１項３号の不正競争行為に該当するものと

認められ，控訴人の請求は，被告商品の譲渡等の差止め及び廃棄並びに損害賠

償として２１万６９８１円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があるも

のと判断する。 

 その理由は，以下のとおりである。 

１ 準拠法について 

 本件差止請求及び本件損害賠償請求は，日本法人である控訴人が，日本法人

である被控訴人に対して，被控訴人による外国の顧客に対する被告商品の販売

が不正競争行為（商品形態模倣行為）に当たることを理由に請求するものであ

り，渉外的要素を含むため，その準拠法を決定する必要がある。 

 そこで検討するに，本件差止請求及び本件損害賠償請求に係る不正競争行為

（商品形態模倣行為）は，不法行為としての性質を有するものであるから，法

の適用に関する通則法１７条が適用されると解される。 

 そして，本件差止請求及び本件損害賠償請求は，被控訴人による外国の顧客

に対する被告商品の販売によって当該販売先の国の市場における控訴人の営業

上の利益が侵害され，又は侵害されるおそれがあることに基づくものであるか
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ら，同条の「加害行為の結果が発生した地」は，当該販売先の国であると認め

られる。 

 しかしながら，控訴人及び被控訴人の本店所在地は，いずれも日本国内にあ

ること，被控訴人による被告商品の販売形態は，日本国内の本店所在地で受注

し，外国の顧客に対し，被告商品を輸出，販売するというものであり，しかも，

その販売先は複数の国に及んでいること（乙１３の１ないし６，８）に照らす

と，同法２０条の規定により，準拠法は，販売先の各国の地よりも明らかによ

り密接な関係がある我が国の法律であると解すべきである。 

２ 争点１（被告商品は原告商品の形態を模倣した商品に該当するか）について 

(1) 不競法２条１項３号により保護される原告商品の形態について 

ア 原告商品（検甲２）は，別紙「原告商品の形態」のとおりのサックス用

ストラップであり，その基本的構成態様（全体的形態）及び具体的構成態

様は，別紙「原告商品と被告商品の各構成態様」の「原告商品」欄記載の

とおりである。 

 すなわち，原告商品は，①基本的構成態様は，Ｖ型プレート，革パッド，

ブレードクリンチ，ブレード（紐）及びフックの５つのパーツにより構成

され，５つのパーツは，ブレードクリンチの留めネジ（六角ボルト）を緩

めてブレード（紐）を外すことにより，分解することができる，②Ｖ型プ

レートは，中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺からなり，両

翼の先端（左右の端）のそれぞれに穴が１つずつ，中央部に穴が４つある

という基本的形状を有し,Ｖ型プレートの厚みは約０．３㎝，左右の幅（左

端から右端までの直線距離）は約１４㎝，中央部の四角形状の底辺の長さ

は約２cm，高さは約３cm である，③革パッドは，２枚の革を張り合わせ，

内部に丸みを帯びた三角形状の２つのクッションを配置し，中央部にクッ

ションを入れずに窪みを設け，中央部から左右の端に向けて幅が狭くなっ

たテーパー型のパッドであり，左右の端にはブレード（紐）を通すための
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金属のハトメがあり，中央部から左右の端までの長さは約２２．５㎝，中

央部の幅は５．５㎝である，④ブレードクリンチは，革パッドの左右の端

のハトメを通したブレード（紐）を固定するための空洞の円柱状の金具で

ある，⑤ブレード（紐）は，黒色の編み込みの紐であり，革パッドの左右

の端のハトメからブレードクリンチを経てＶ型プレートの左右の端の穴を

通り，中央部の四角形状の４つの穴を通ってまとめられ，フックをぶら下

げるための輪を形成している，⑥フックは，光沢のある銀色の金属フック

であり，ブレード（紐）を通す輪とサックスにかけるフック部分からなる

という形態を有している。 

イ この点に関し被控訴人は，サックス用ストラップにおいて，Ｖ型プレー

トによって，ストラップ装着時に首元を圧迫しない構造にすること，革

パッドにクッションを入れて衝撃を緩和すること，Ｖ型プレートに穴を開

けてブレード（紐）を通す構造にすることは，「当該商品の機能を確保す

るために不可欠な形態」（不競法２条１項３号括弧書き）であり，また，

原告商品の基本的構成態様（前記ア①），Ｖ型プレートの形態（前記ア②）

及び革パッドの形態（前記ア③）は，ありふれた形態であるから，原告商

品の形態は，同号の保護の対象とならない旨主張する。 

(ア) しかしながら，サックス用ストラップにおいて，頸部や肩を圧迫し

ない構造にするために革パッドにクッションを入れる構造とし，ブレー

ド（紐）の長さを調節するためにブレード（紐）を通す穴を有するアジャ

スターを設ける必要はあるものと認められるが（乙１ないし５），革パッ

ド及びアジャスターの具体的形態については，様々な選択肢が考えられ，

必然的に原告商品の革パッド及びＶ型プレート（アジャスターに相当）

の形態を選択せざるを得ないものではない。 

したがって，原告商品の革パッド及びＶ型プレートの形態は，「当該

商品の機能を確保するために不可欠な形態」（不競法２条１項３号括弧
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書き）に当たるものとは認められない。 

(イ) 次に，不競法２条１項３号は，他人が資金，労力を投下して商品化

した商品の形態を他に選択肢があるにもかかわらず，ことさら模倣した

商品を，自らの商品として市場に提供し，その他人と競争する行為は，

模倣者においては商品化のための資金，労力や投資のリスクを軽減する

ことができる一方で，先行者である他人の市場における利益を減少させ

るものであるから，事業者間の競争上不正な行為として規制したものと

解される。 

 このような同号の趣旨に照らすと，同号によって保護される「商品の

形態」とは，商品全体の形態をいい，その形態は必ずしも独創的なもの

であることを要しないが，他方で，商品全体の形態が同種の商品と比べ

て何の特徴もないありふれた形態である場合には，特段の資金や労力を

かけることなく作り出すことができるものであるから，このようなあり

ふれた形態は，同号により保護される「商品の形態」に該当しないと解

すべきである。そして，商品の形態が，ありふれた形態であるか否かは，

商品を全体として観察して判断すべきであり，全体としての形態を構成

する個々の部分的形状を取り出してそれぞれがありふれたものであるか

どうかを判断することは相当ではない。 

 しかるところ，乙１（「オリジナル・ツェブラ・サックス・ストラッ

プ ホームページ」）には，アジャスター（調節つまみ），革パッド，

ブレード（紐）及びフックのパーツにより構成される「ツェブラ・スト

ラップ」の写真が掲載されているところ，アジャスターは，中央部から

左右斜め上方に伸びる辺（両翼）を有するＹ字状であり，中央部の形状

が四角形状でない点，両翼の角度が約９０度であり，鈍角ではない点，

中央部の穴の位置などにおいて原告商品のＶ型プレートの形態（別紙「原

告商品の形態」）と明らかに相違し，基本的構成態様においても，ブレー
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ドクリンチを有していない点で，原告商品の全体としての形態と相違す

る。 

 また，乙２（「Ｐｒｏｔｅｃ ＬＣ３０５Ｍ Ｎｅｃｋ Ｓｔｒａｐ」）

に掲載された「Ｎｅｃｋ Ｓｔｒａｐ」は，ブレードクリンチを有して

いない点で原告商品の形態と相違するほか，アジャスターは，中央部か

ら左右に伸びる辺（両翼）を有する形状であるものの，中央部の形状が

四角形状でない点，中央部の穴が３つであり，４つでない点，中央部の

穴の位置などにおいて原告商品のＶ型プレートの形態と相違し，基本的

構成態様においても，ブレードクリンチを有していない点で，原告商品

の全体としての形態と相違する。 

 さらに，乙３（国際公開公報（ＷＯ ００／４１５８９）・訳文乙１

１）記載の「キャリングストラップ」の「滑車装置」（図１１）（アジャ

スターに相当）は，Ｔ字状であり，中央部が四角形状でない点，乙４（再

公表特許公報（ＷＯ２００８／１０７９３９））記載の「楽器用ストラッ

プ」の「楽器連結具」（アジャスターに相当）は，細長い棒状である点，

乙５（「新型説明書公告本」（ＴＷＭ４４３１１０Ｕ１）・訳文乙１２）

記載の「吊り部品」の「支持ロッド」（図３，４）（アジャスターに相

当）は，細長い棒状であり，４つの穴のある四角形状部と「吊り紐」で

連結している点において，いずれも原告商品のＶ型プレートの形態と明

らかに相違し，基本的構成態様においても，革パッド部分の形状が原告

商品の全体としての形態と相違する。 

 そうすると，乙１ないし５から，原告商品の販売が開始された平成２

８年３月当時，原告商品の形態がありふれた形態であったものと認める

ことはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。 

(ウ) したがって，被控訴人の前記主張は理由がない。 

ウ 被控訴人は，旧原告商品からモデルチェンジされた商品である原告商品
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の形態と旧原告商品の形態は実質的に同一であるから，原告商品の形態は，

旧原告商品の形態とは別の形態として，不競法２条１項３号により保護さ

れるものではない旨主張する。 

 そこで検討するに，旧原告商品（検甲１）は，別紙「旧原告商品目録」

のとおりのサックス用ストラップであり，基本的構成態様が，Ｖ型プレー

ト，革パッド，ブレードクリンチ，ブレード（紐）及びフックの５つのパー

ツにより構成され，５つのパーツは，ブレードクリンチの留めネジ（六角

ボルト）を緩めてブレード（紐）を外すことにより，分解することができ

る点，Ｖ型プレートは，中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺

からなり，両翼の先端（左右の端）のそれぞれに穴が１つずつ，中央部に

穴が４つあるという基本的形状を有する点，革パッドは，２枚の革を張り

合わせ，内部に丸みを帯びた三角形状の２つのクッションを配置し，中央

部にクッションを入れずに窪みを設け，中央部から左右の端に向けて幅が

狭くなったテーパー型のパッドである点において，原告商品（検甲２）の

形態と共通する。 

 しかしながら，原告商品のＶ型プレートと旧原告商品のＶ型プレートの

形態は，別紙「原告商品と旧原告商品の変更点」記載の図４（ａ）及び（ｂ）

のとおり，原告商品のＶ型プレートは，旧原告商品のＶ型プレートと比べ，

中央部の四角形状から左右に伸びる両翼の形状及び幅が大きく変更され，

細長くなっており，両者の形態は一見して明らかに相違することが認めら

れる。 

 加えて，サックス用ストラップの形態において，Ｖ型プレート（アジャ

スターに相当）は，需要者が注意を引きやすい特徴的部分であることを踏

まえると，Ｖ型プレートの形態の上記相違により，原告商品から受ける商

品全体としての印象と旧原告商品から受ける商品全体としての印象は異な

るものといえるから，原告商品の形態は，商品全体の形態としても，旧原
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告商品の形態とは実質的に同一のものではなく，別個の形態であるものと

認められる。 

 したがって，被控訴人の上記主張は理由がない。 

 この点に関し原判決は，①原告商品は，旧原告商品からモデルチェンジ

された商品であり，Ｖ型プレート，革パッド及びブレード（紐）が旧原告

商品からの変更部分である，②原告商品の形態が，旧原告商品の形態の保

護期間（不競法１９条１項５号イ）が経過した後であっても，同法２条１

項３号の保護を受け得るのは，そのＶ型プレートの変更部分が商品の形態

において実質的に変更されたものであり，その特有の形状が美観の点にお

いて保護されるべき形態であると認められることによるものであるから，

同号による保護を求め得るのは，この変更部分に基礎を置く部分に限られ

る旨判断したが，前記イ(イ)で説示したとおり，同号の趣旨に照らすと，

同号によって保護される「商品の形態」とは，商品全体の形態をいうもの

であり，また，上記のとおり，原告商品の形態と旧原告商品の形態は，実

質的に同一の形態とは認められないから，原判決の上記②の判断は妥当で

はない。 

エ 以上によれば，原告商品の形態は，その商品全体の形態が，不競法２条

１項３号により保護されるべきものと解される。 

(2) 形態の実質的同一性について 

ア 被告商品（検甲３）は，別紙「被告商品の形態」のとおりのサックス用

ストラップであり，その基本的構成態様（全体的形態）及び具体的構成態

様は，別紙「原告商品と被告商品の各構成態様」の「被告商品」欄記載の

とおりである。 

 すなわち，被告商品は，①基本的構成態様は，Ｖ型プレート，革パッド，

ブレードクリンチ，ブレード（紐）及びフックの５つのパーツにより構成

され，５つのパーツは，ブレードクリンチの留めネジ（六角ボルト）を緩
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めてブレード（紐）を外すことにより，分解することができる，②Ｖ型プ

レートは，中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺からなり，両

翼の先端（左右の端）のそれぞれに穴が１つずつ，中央部に穴が４つある

という基本的形状を有し,Ｖ型プレートの厚みは約０．３㎝，左右の幅（左

端から右端までの直線距離）は約１４㎝，中央部の四角形状の底辺の長さ

は約２cm，高さは約２．５cmである，③革パッドは，２枚の革を張り合わ

せ，内部に丸みを帯びた三角形状の２つのクッションを配置し，中央部に

クッションを入れずに窪みを設け，中央部から左右の端に向けて幅が狭く

なったテーパー型のパッドであり，左右の端にはブレード（紐）を通すた

めの金属のハトメがあり，中央部から左右の端までの長さは約２１．５㎝，

中央部の幅は５㎝である，④ブレードクリンチは，革パッドの左右の端の

ハトメを通したブレード（紐）を固定するための空洞の円柱状の金具であ

る，⑤ブレード（紐）は，黒色の編み込みの紐であり，革パッドの左右の

端のハトメからブレードクリンチを経てＶ型プレートの左右の端の穴を通

り，中央部の四角形状の４つの穴を通ってまとめられ，フックをぶら下げ

るための輪を形成している，⑥フックは，光沢のある金色の金属フックで

あり，ブレード（紐）を通す輪とサックスにかけるフック部分からなると

いう形態を有している。 

イ そして，原告商品（検甲２）の形態と被告商品（検甲３）の形態とを対

比すると，①両者は，基本的構成態様が，Ｖ型プレート，革パッド，ブレー

ドクリンチ，ブレード（紐）及びフックの５つのパーツにより構成され，

５つのパーツは，ブレードクリンチの留めネジ（六角ボルト）を緩めてブ

レード（紐）を外すことにより，分解することができる点，Ｖ型プレート

は，中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺からなり，両翼の先

端（左右の端）のそれぞれに穴が１つずつ，中央部に穴が４つあるという

基本的形状を有する点，革パッドは，２枚の革を張り合わせ，内部に丸み
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を帯びた三角形状の２つのクッションを配置し，中央部にクッションを入

れずに窪みを設け，中央部から左右の端に向けて幅が狭くなったテーパー

型のパッドである点において共通し，②Ｖ型プレートをはじめとする各

パーツの具体的な構成態様においても，形状，色彩，光沢及び質感におい

て多数の共通点（別紙「原告商品と被告商品の各構成態様」のＣ，Ｄ，Ｆ，

ＨないしＫ，Ｎ，Ｐ，Ｑ，Ｓ，Ｔ，ＶないしＸ，ａないしｄ，ｆないしｈ

の各欄のとおり）があり，原告商品と被告商品から受ける商品全体として

の印象が共通することによれば，商品全体の形態が酷似し，その形態が実

質的に同一であるものと認められる。 

 もっとも，原告商品と被告商品とは，Ｖ型プレートにおける中央部の側

面及び下面（底辺）の形状，中央部の４つの穴のうち，上部の２つの穴の

位置及び間隔，両翼の角度及びその先端部分の角度，光沢，ロゴの位置，

革パッドの内側の革の色，革パッドの長さ及びクッションの大きさ，ブレー

ドクリンチの色彩及び光沢，フックの色彩等において相違するが，次に述

べるとおり，これらの相違は，商品の全体的形態に与える変化に乏しく，

商品全体からみると，ささいな相違にとどまるものと評価すべきものであ

るから，原告商品の形態と被告商品の形態が実質的に同一であるとの上記

判断を左右するものではない。 

(ア) Ｖ型プレート 

 別紙「原告商品と被告商品のＶ型プレートの比較」の図４（ａ）のと

おり，原告商品のＶ型プレートの中央部の四角形状の側面は，上端部（３

１１）から下端部（３１３）にかけて中央付近が狭くなり，左右の側面

に窪み（３１２）を形成し，下端部が丸みを帯びており，下面（底辺）

（３１４）は平坦であるのに対し，被告商品のＶ型プレートの中央部の

四角形状の側面は，上端部（３１１’）から下端部（３１３’）にかけ

て中央付近が滑らかに狭くなっており，下端部は直線状であり，下面（底
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辺）（３１４’）は，中央付近が上方向に湾曲し，窪みを形成している

点（相違点①及び③），中央部の上部の２つの穴の位置が異なり，２つ

の穴の間隔が原告商品のＶ型プレートよりも広くなっている点（相違点

②）で相違する。 

 しかし，原告商品のＶ型プレートと被告商品のＶ型プレートは，中央

部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺からなり，両翼の先端（左

右の端）のそれぞれに穴が１つずつ，中央部に穴が４つあるという基本

的形状を共通とし，Ｖ型プレートの厚み，左右の幅（左端から右端まで

の直線距離），中央部の四角形状の底辺の長さ及び高さが同一又はほぼ

同一である中で，相違点①及び③は，中央部の四角形状部分の側面のカー

ブの傾斜の程度の違い及び下面（底辺）の中央付近の湾曲の有無による

ものであり，側面のカーブの傾斜の程度の違いは目立ったものとはいえ

ず，Ｖ型プレートの下面（底辺）は，中央部の下部の２つの穴にブレー

ド（紐）を通した際には大部分が隠れること，相違点②は，２つの穴の

間隔の違いが数㎜であることに照らすと，相違点①ないし③は，Ｖ型プ

レートの全体的形態に与える変化に乏しく，さらには，Ｖ型プレート，

革パッド，ブレードクリンチ，ブレード（紐）及びフックからなる商品

全体の形態に与える変化にも乏しいものといえるから，商品全体の形態

からみると，ささいな相違にとどまるものと認められる。 

 次に，別紙「原告商品と被告商品のＶ型プレートの比較」の図４（ｂ）

のとおり，原告商品のＶ型プレートの両翼の先端部分は，四角形状であ

り，側面（３２１）と上面（３２２）の角度は約９０度であるのに対し，

被告商品のＶ型プレートの両翼の先端部分は，三角形状であり，側面（３

２１’）が下端部から上方に向かって傾斜し，側面（３２１’）と上面

（３２２’）の角度は鋭角である点，Ｖ型プレートの中央部からの両翼

の立ち上がり角度の点（以上，相違点④）で相違する。 
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 しかし，原告商品のＶ型プレートの両翼と被告商品のＶ型プレートの

両翼は，先端（左右の端）にそれぞれ１つの穴を有し，両端から中心に

向けて緩やかな円弧状の上辺を有し，両端から中心に向けて徐々に幅が

細くなり，途中から再び幅が太くなるという構成態様が共通する中で，

両翼の立ち上がり角度の違いは，原告商品と被告商品を重ね合わせてみ

てはじめて気づく程度の微差であり（図４（ｃ）），両端の先端部分の

形状の違いもわずかなものであることに照らすと，相違点④は，Ｖ型プ

レートの全体的形態及び商品全体の形態に与える変化に乏しく，商品全

体の形態からみると，ささいな相違にとどまるものと認められる。 

 さらに，原告商品のＶ型プレートと被告商品のＶ型プレートは，原告

商品のＶ型プレートは，光沢のある黒色の金属であり，中央部の四角形

状部分に「Ｂ．ＡＩＲ」の文字部分と図形からなるロゴが表されている

のに対し，被告商品のＶ型プレートは，若干光沢のある黒色の金属であ

り，両翼の一方に「ＦＯＲＥＳＴＯＮＥ」の文字からなるロゴが表され

ている点で相違する。 

しかし，黒色である点でＶ型プレートの色彩が同一であること，ロゴ

の表示箇所は，それぞれ１箇所であり，表示箇所の裏面には表示がなく，

ロゴはＶ型プレートの基本的形状から受ける印象に影響を及ぼすもので

はないことに照らすと，上記相違点は，Ｖ型プレートの全体的形態及び

商品全体の形態に与える変化に乏しく，商品全体の形態からみると，さ

さいな相違にとどまるものと認められる。 

(イ) 革パッド，ブレードクリンチ及びフック等 

 別紙「原告商品の形態」及び別紙「被告商品の形態」のとおり，原告

商品の革パッドと被告商品の革パッドは，原告商品の革パッドの内側の

面は，明るめのベージュ色であるのに対し，被告商品の革パッドの内側

の面は，グレーがかったベージュである点，原告商品の革パッドの上辺
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の中央部は下方に向かって緩やかに窪んでいるのに対し，被告商品の革

パッドの上辺の中央部はなだらかな山形状である点で相違し，また，革

パッドの中央部の幅，中央部から左右の端までの長さ，１つのクッショ

ンの横幅及び高さが相違する。 

 しかし，原告商品の革パッドと被告商品の革パッドは，２枚の革を張

り合わせ，内部に丸みを帯びた三角形状の２つのクッションを配置し，

中央部にクッションを入れずに窪みを設け，中央部から左右の端に向け

て幅が狭くなったテーパー型のパッドである点において基本的形状が共

通し，革パッドの外側の面その他の具体的構成態様においても多くの点

で共通すること（別紙「原告商品と被告商品の各構成態様」のＣ，Ｄ，

Ｆ，ＨないしＫの各欄のとおり），革パッドの中央部の幅，中央部から

左右の端までの長さ，１つのクッションの横幅及び高さの違いは，それ

ぞれ５㎜ないし１㎝のわずかな違いであること（同別紙のＧ及びＬの各

欄のとおり）に照らすと，上記相違点は，革パッドの全体的形態及び商

品全体の形態に与える変化に乏しく，商品全体の形態からみると，ささ

いな相違にとどまるものと認められる。 

 次に，別紙「原告商品の形態」及び別紙「被告商品の形態」のとおり，

原告商品のブレードクリンチは，光沢のある黒色の金属であるのに対し，

被告商品のブレードクリンチは，若干光沢のある黒色の金属である点，

原告商品のフックは，光沢のある銀色であるのに対し，被告商品のフッ

クは，光沢のある金色である点で相違するが，ブレードクリンチ及びフッ

クの基本的形状が共通し，他の具体的構成態様も共通すること（別紙「原

告商品と被告商品の各構成態様」のＮ，Ｐ，Ｑ，Ｓ，ｆないしｈの各欄

のとおり）に照らすと，上記相違点は，ブレードクリンチ及びフックの

全体的形態及び商品全体の形態に与える変化に乏しく，商品全体の形態

からみると，ささいな相違にとどまるものと認められる。 
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 このほか，被控訴人は，乙６及び２２（弁理士甲Ⅱ作成の鑑定書及び

意見書）に基づいて，原告商品の形態と被告商品の形態の相違点を縷々

主張するが，いずれも商品全体の形態に与える変化に乏しく，商品全体

の形態からみると，ささいな相違にとどまるものと認められる。 

ウ 以上のとおり，被告商品の形態は原告商品の形態と実質的に同一である

ものと認められる。 

(3) 依拠について 

ア 証拠（甲１，４ないし８，１３の１，１４ないし１９，２１，２４ない

し４３，４５，乙８，９，１６，１８，１９）及び弁論の全趣旨を総合す

れば，以下の事実が認められる。 

(ア) 控訴人代表者は，平成２２年当時，オーディオ，ホームシアター機

器の販売等を業とする逸品館において，サックス用ストラップの開発，

販売の責任者として勤務し，同年１０月ころ，サックス用ストラップで

ある「バードストラップ」を完成した。逸品館は，そのころから，「Ｂ．

ＡＩＲ」のブランド名で，バードストラップを販売するようになった。 

 控訴人代表者は，平成２３年ころ，管楽器雑誌の編集長の紹介で，被

控訴人代表者と知り合った後，被控訴人代表者と逸品館は，被控訴人代

表者がＨ．Ｍ．Ｔｒａｄｉｎｇの会社名義でバードストラップの輸出，

販売を行い，逸品館が外国法人のフォレストーン社のサックス用リード

の日本の販売代理店として同商品を取り扱う旨の合意をした。 

 その後，Ｈ．Ｍ．Ｔｒａｄｉｎｇは，逸品館との間で商品流通契約を

締結し，逸品館のバードストラップの輸出，販売を開始した。 

 被控訴人代表者は，同年８月，フォレストーン社の日本の現地法人と

して，被控訴人を設立し，以後，被控訴人が逸品館の取り扱うバードス

トラップの輸出，販売を行うようになった。 

(イ) 控訴人代表者は，平成２３年１０月に中国の上海で開催された楽器
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フェアにおいて，被控訴人の出展ブースを間借りしてバードストラップ

の展示販売を行い，その際，被控訴人代表者から，台湾のサックスメー

カーに勤務していた甲Ⅰを紹介された。 

 控訴人代表者は，平成２４年１月に米国のアナハイムで開催された楽

器フェアにおいて，被控訴人の出展ブースを間借りしてバードストラッ

プの展示販売を行った。 

(ウ) 控訴人代表者は，平成２４年３月ころ，旧型のバードストラップを

改良した旧原告商品を完成した。 

 被控訴人代表者は，同月にドイツのフランクフルトで，同年１１月に

中国の上海で，平成２５年１月に米国のアナハイムで，それぞれ開催さ

れた楽器フェアにおいて，被控訴人の出展ブースを間借りして，バード

ストラップの商品名で旧原告商品の展示販売を行った。 

 被控訴人は，そのころまでに，旧原告商品の輸出，販売を行うように

なった。 

(エ) 控訴人代表者は，平成２６年８月，控訴人を設立した。 

 控訴人は，同年１１月，逸品館から，「Ｂ．ＡＩＲ」のブランド及び

バードストラップに関する事業，権利の一切を承継し，控訴人名義で，

旧原告商品の製造，販売を行うようになった。 

 控訴人代表者は，同月ころ，被控訴人代表者から，被控訴人の販売す

るサックス（フォレストーンサックス）の付属品として旧原告商品を仕

入れたい旨の申入れを受けたが，販売価格の合意に達せず，これを断っ

た。 

 その後，控訴人は，平成２７年５月の取引を最後に，被控訴人から，

旧原告商品を含むバードストラップの発注を受けなくなった。 

 被控訴人代表者は，同年１０月２２日，控訴人代表者に対し，メール

で，旧原告商品を含むバードストラップの取引をしたい旨を申し入れた
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が，控訴人代表者は，これに応じなかった。 

(オ) 控訴人代表者は，平成２７年４月ころ，旧原告商品をモデルチェン

ジした商品の開発を企画し，控訴人は，その商品開発を開始した。 

 控訴人は，平成２８年３月ころ，旧原告商品をモデルチェンジした原

告商品を完成した。 

 控訴人は，同月ころ（遅くとも同月１９日），自ら運営する「Ｂ．Ａ

ＩＲ」のブランドのウェブサイト（甲５）及びフェイスブック（甲６）

において，バードストラップシリーズの新商品として，旧原告商品から

の変更点等を紹介するとともに，原告商品の販売を開始し，原告の販売

代理店及び全国の楽器店等においても，原告商品が販売されるように

なった。 

 また，原告商品は，サックス専門店の同月２０日付け及び同月２３日

付けブログ（甲３２，３３）や同年４月７日付けの個人のブログ（甲３

４）で紹介されたほか，サックス専門誌「Ｓａｘ ｗｏｒｌｄ」のウェ

ブサイトにおいて，同年９月７日付けの記事（甲４）で紹介された。 

 さらに，控訴人は，同年４月ないし６月には，オランダの楽器店（甲

１７）やベルギーの楽器店（甲１８）から，原告商品について発注を受

けたり，問合せを受けた。 

(カ) 被控訴人は，平成２８年５月ころ，甲Ⅰに対し，新たなサックス用

ストラップの開発を依頼し，甲Ⅰは，そのころ，台湾のＩＳｈａｗｎ社

にその開発を委託した。ＩＳｈａｗｎ社は，同年８月ころ，被告商品の

サンプルを作成した。 

 被控訴人は，同年１０月に上海で開催された楽器フェア（甲１３の１）

において，被告商品のサンプルを展示し，同年１１月４日から６日まで

東京で開催された楽器フェアにおいても，同じサンプルを展示し，同月

ころ，被告商品の販売を開始した。 
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(キ) 控訴人代表者は，平成２８年１１月４日，被告商品の存在を知り，

被控訴人代表者に対し，電話で，被告商品は原告商品のコピーではない

かと指摘して，抗議をした。これを受けた被控訴人代表者は，同日，控

訴人代表者に対し，被告商品について，「先の件の話なんですけど今回

の甲Ⅰが持って来たストラップはサンプルだけで楽器フェアで価格出し

てなく販売もしていないです。甲Ⅰにどっちみち甲Ⅳさんと相談してや

らないと行けないと今朝から話しましたので喧嘩売るつもりはないです。

とりあえず今のあるストラップはサックスに付属品として入れるか販売

するとすればバックマージンを払って一緒に価格を決めて販売するのも

オプションの一つ。それかどっちも難しいのであれば何かしらの形で

バードと協力しあえればと思いますが…」と記載したメール（甲１４）

を送信した。 

イ 控訴人は，被控訴人は，原告商品の形態を認識し，この形態に依拠して

被告商品を作り出した旨主張する。 

 そこで検討するに，被告商品は，その商品全体の形態が原告商品の形態

と酷似し，被告商品の形態が原告商品の形態と実質的に同一であることは，

前記(2)ウ認定のとおりである。 

 加えて，前記アの認定事実によれば，①被控訴人が被告商品の販売を開

始したのは，平成２８年１１月ころであり，原告商品の販売の開始（同年

３月ころ）から約８か月後であること，②被控訴人による被告商品の開発

は，控訴人から旧原告商品の供給を受けられなくなったことを契機とする

ものであり，被控訴人代表者は，逸品館及び控訴人との取引を通じて，旧

原告商品を含むバードストラップの形態及びその特徴を熟知し，原告商品

は，旧原告商品のＶ型プレートの形態等を変更した旧原告商品のモデル

チェンジ商品であることを容易に認識できたこと，③被控訴人代表者は，

控訴人との取引を通じて，控訴人が自ら運営する「Ｂ．ＡＩＲ」のブラン
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ドのウェブサイト及びフェイスブックでバードストラップを販売していた

ことを十分に認識し，上記ウェブサイト及びフェイスブックに同年３月こ

ろから掲載された原告商品の形態に容易にアクセスすることができ，また，

被控訴人から被告商品の開発の依頼を受けた甲Ⅰ及びその下請けのＩＳｈ

ａｗｎ社においても，同様に，上記ウェブサイト及びフェイスブック等を

通じて，原告商品の形態にアクセスすることができたこと，④原告商品の

開発には，平成２７年４月ころから平成２８年３月ころまでの約１年間を

要したのに対し，被告商品は，同年５月ころに開発が開始されてから，同

年８月にそのサンプルが作成されており，その開発の期間は約３か月間の

短期間であることが認められ，以上の①ないし④の事情を総合考慮すると，

被控訴人は，被告商品の開発時において，控訴人の「Ｂ．ＡＩＲ」のブラ

ンドのウェブサイト及びフェイスブック等を通じて，原告商品の形態にア

クセスし，原告商品の商品形態を知った上で，これと酷似した形態の商品

を作り出すことを認識していたというべきであるから，被控訴人は，原告

商品の形態に依拠して被告商品を作り出したものと認めるのが相当である。 

ウ これに対し被控訴人は，①被告商品は，甲ⅠがＩＳｈａｗｎ社に委託し

て，平成２８年５月ころから台湾で開発，製造された商品であるのに対し，

原告商品は日本で開発され，販売されている商品であることから，この間

にＩＳｈａｗｎ社が原告商品にアクセスすることは困難であったこと，②

原告商品の全体的形態は，類似商品が多数流通していたありふれた形態で

あり，Ｖ型プレート及び革パッドの形態も，ありふれた形態であることか

らすると，ＩＳｈａｗｎ社は，業界のスタンダードな形態のものを参考に，

独自のアレンジをすることにより被告商品を開発することができたこと，

③被控訴人は，被告商品の開発に全く関与しておらず，原告商品にもアク

セスしていないこと，④被控訴人代表者が控訴人代表者に送信したメール

（甲１４）は，控訴人代表者からの猛抗議を受けたことから，被控訴人に



 34 

非はないものの，トラブルになるくらいなら協力して販売することを提案

したにすぎないことに照らすと，被控訴人は，原告商品の形態を知らなかっ

た上，この形態と実質的に同一といえる程に酷似した形態と客観的に評価

される形態の商品を作り出すことを認識していなかったといえるから，被

告商品は，原告商品の形態に依拠して作り出されたものではない旨主張す

る。 

 しかしながら，上記①及び③の点については，被控訴人代表者作成の陳

述書（乙１６)中にこれに沿う記載部分があるが，被控訴人代表者及びＩＳ

ｈａｗｎ社が，被告商品の開発時において，控訴人が自ら運営する「Ｂ．

ＡＩＲ」のブランドのウェブサイト及びフェイスブック等を通じて，原告

商品の形態にアクセスすることができたことは，前記イ認定のとおりであ

るから，上記記載部分は措信することができない。 

 次に，上記②の点については，原告商品の販売が開始された平成２８年

３月当時，原告商品の形態がありふれた形態であったものと認められない

ことは，前記(1)イ(イ)認定のとおりであること，甲Ⅲ作成の陳述書（乙１

９）には，ＩＳｈａｗｎ社における被告商品の開発経緯についての説明が

あるが，ＩＳｈａｗｎ社が業界のスタンダードな形態のものを参考にした

旨の記載部分は存在せず，同年７月中旬から８月までの間に「ＴｙｐｅⅣ」

の形態から「ＴｙｐｅⅥ」の形態（被告商品の形態）に変更するに至った

経緯の説明部分も，客観的裏付けに乏しく，被告商品の商品全体の形態が

原告商品の形態と酷似していることを合理的に説明するものではなく，不

自然であることに照らすと，上記②の点は採用することができない。 

 さらに，上記④の点については，前記ア(キ)認定のメール（甲１４）の

記載内容に照らし，不自然であり，採用することができない。 

 したがって，被控訴人の上記主張は理由がない。 

(4) 小括 
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 以上によれば，被告商品は原告商品の形態に依拠して作り出された実質的

に原告商品と同一の形態の商品といえるから，被告商品は原告商品の形態を

模倣した商品（不競法２条１項３号）に該当するものと認められる。 

３ 争点２（原告商品が日本国内において最初に販売された日から起算して３年

を経過した商品に該当するか）について 

 被控訴人は，原告商品は，旧原告商品の形態をモデルチェンジした商品であっ

て，モデルチェンジの前後で商品の形態が実質的に同一であるから，原告商品

が日本国内において最初に販売された日は，遅くとも旧原告商品の販売がされ

ていた平成２５年６月１９日であり，控訴人の本件訴訟の提起日（平成２９年

６月２３日）の時点において，上記最初に販売された日から起算して既に３年

を経過しているから，原告商品の形態は，不競法１９条１項５号イの保護期間

の制限を受ける旨主張する。 

 しかしながら，原告商品の形態は，旧原告商品の形態とは実質的に同一のも

のではなく，別個の形態であること（前記２(1)ウ），原告商品の販売が開始さ

れたのは，平成２８年３月ころであること（前記２(3)ア(オ)）によれば，原告

商品が日本国内において最初に販売された日は同月ころと認められるから，被

控訴人の上記主張は，その前提を欠くものであり，理由がない。 

４ 争点３（控訴人は差止請求及び損害賠償請求の請求主体となり得るか）につ

いて   

 被控訴人は，原告商品は，既に他社が開発し市場に流通している先行商品と

同様の商品であり，控訴人は，実質的に見て，自ら費用，労力を投下して，原

告商品を開発して市場に置いた者とはいえないから，控訴人は，不競法２条１

項３号の不正競争行為に係る本件差止請求及び本件損害賠償請求の請求主体と

なり得ない旨主張する。 

 しかしながら，①前記２(1)イ(イ)，エ認定のとおり，原告商品の形態は，原

告商品の販売が開始された平成２８年３月当時，ありふれた形態であったもの
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とはいえず，その商品全体の形態が，不競法２条１項３号により保護されるべ

きものと解されること，②前記２(3)ア認定の原告商品の開発及び販売に至る経

緯によれば，控訴人は，自ら原告商品の開発を企画し，その費用により，原告

商品を開発したことが認められることに照らすと，被控訴人の上記主張は，理

由がない。 

５ 争点４（控訴人の損害額）について 

(1) 被控訴人の責任 

 前記２の認定事実によれば，被控訴人による被告商品の販売は，原告商品

の形態を模倣した商品の譲渡行為として不競法２条１項３号の不正競争行為

に該当するものと認められる。 

 そして，前記２(3)ア認定の被告商品の販売に至る経緯に照らすと，被控訴

人は，少なくとも過失により，上記不正競争行為を行って，控訴人の営業上

の利益を侵害したものと認められるから，控訴人に対し，不競法４条に基づ

き，控訴人が受けた損害を賠償すべき責任を負うというべきである。 

(2) 不競法５条２項に基づく損害額 

ア 被告商品の売上高 

 控訴人は，被控訴人は，平成２８年１１月ころから平成２９年６月ころ

までの約８か月間に，被告商品を少なくとも毎月２５０本，合計２０００

本を１本当たり１万円で販売した旨主張するので，以下において判断する。 

(ア)ａ 証拠（乙１０，１３の１ないし６，８，２１）及び弁論の全趣旨

によれば，①被控訴人は，下記のとおり，平成２８年１１月ころから

平成２９年６月ころまでの間に，海外の顧客に対し，被告商品を合計

７５本販売したこと，②被控訴人による被告商品の販売形態は，日本

国内の本店所在地で受注し，上記顧客に対し，被告商品を輸出，販売

したものであったことが認められる。 

記 
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      平成２８年１２月２９日 １０本（単価５１ドル）・販売先オランダ

（乙１３の２） 

      平成２９年２月２４日  １０本（単価５５．２５ドル）・販売先ド

イツ（乙１３の１） 

      平成２９年３月１日    １本（単価４９．５ドル）・販売先ロシ 

ア（乙１３の３） 

      平成２９年３月１７日   ４本（単価５４ドル）・販売先オランダ

（乙１３の４） 

      平成２９年４月１８日  ４０本（単価３４．７ユーロ）・販売先オー

ストリア（乙１３の６） 

      平成２９年５月１２日   ５本（単価５５．２５ドル）・販売先ド

イツ（乙１３の５） 

      平成２９年６月１５日   ５本（単価５５．２５ドル）・販売先ド

イツ（乙１３の８） 

ｂ 被控訴人が平成２８年１１月ころから平成２９年６月ころまでの間

に前記ａの７５本を超える数量の被告商品を販売したことを認めるに

足りる証拠はない。 

(イ) 被告商品の売上高の算定に当たり，為替レートを１ドル１１２．７

円，１ユーロ１２９．６円とすることは，当事者間に争いがない。 

 そうすると，前記(ア)の被告商品の販売に係る売上高は，合計３９万

１８１７円と認められる。 

・計算式 （５１ドル×１０＋５５．２５ドル×２０＋４９．５ドル×

１＋５４ドル×４）×１１２．７円＋３４．７ユーロ×４０×１２９．

６円 

イ 被控訴人が得た利益額 

 証拠（乙２０）及び弁論の趣旨によれば，被告商品の１本当たりの費用
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（商品原価に諸経費を加えたもの）は，２６．６ドルと認めるのが相当で

ある。 

 そうすると，被控訴人は，前記ア(ア)の被告商品の販売により得た利益

額は，合計１６万６９８１円と認められる。 

・計算式 売上高（３９万１８１７円）－費用（２６．６ドル×７５×１

１２．７円） 

ウ 損害額 

(ア) 前記ア認定のとおり，被控訴人による被告商品の販売先は，オラン

ダ，ドイツ，ロシア及びオーストリアである。 

 しかるところ，前記２(3)ア(オ)の認定事実と証拠（甲１６ないし１９）

及び弁論の全趣旨を総合すれば，控訴人は，自ら運営する「Ｂ．ＡＩＲ」

のブランドのウェブサイト及びフェイスブックにおいて，原告商品を含

むバードストラップを販売していること，控訴人は，海外のいずれの国

であっても引き合いがあれば，原告商品を輸出，販売しており，現にオ

ランダの楽器店に販売した実績があることが認められる。 

 そうすると，被告商品の販売地域は原告商品の販売地域と重複してい

るから，被控訴人の不正競争行為によって，被控訴人の販売先の各国に

おける控訴人の営業上の利益が侵害されたものと認められる。 

 したがって，控訴人は，不競法５条２項により，被控訴人が得た前記

イの利益額１６万６９８１円と同額の損害を被ったものと推定される。 

(イ) これに対し，被控訴人は，原告商品は，革パッド，ブレードクリン

チ，Ｖ型プレート，ブレード及びフックの５つのパーツから構成され，

パーツ毎に独立して販売されており，原告商品について不競法２条１項

３号の保護が及ぶのはＶ型プレートの部分に限られるから，被告商品の

うち，Ｖ型プレートの寄与度を４割として控訴人の損害額を算定すべき

である旨主張する。 
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 しかしながら，前記２(1)エ認定のとおり，原告商品の形態は，その商

品全体の形態が，不競法２条１項３号により保護されるべきものである

から，被控訴人の上記主張は，その前提を欠くものであり，理由がない。 

(ウ) 以上によれば，控訴人の不競法５条２項に基づく損害額は，１６万

６９８１円と認められる。 

(3) 弁護士費用 

 被控訴人の不正競争行為と相当因果関係のある控訴人の弁護士費用相当の

損害額は，本件事案の内容，前記(2)の損害額，本件審理の経過等諸般の事情

を考慮し，５万円と認めるのが相当である。 

(4) 小括 

 したがって，控訴人は，被控訴人に対し，不競法４条に基づく損害賠償と

して２１万６９８１円（前記(2)及び(3)の合計額）及びこれに対する不正競

争行為の後である平成２９年６月２３日（訴訟提起の日）から支払済みまで

民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。 

６ 結論 

 以上によれば，控訴人の請求は，被告商品の販売等の差止め及び廃棄並びに

２１万６９８１円及びこれに対する平成２９年６月２３日から支払済みまで年

５分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し，そ

の余は理由がないからこれを棄却すべきものである。 

 したがって，これと異なる原判決は失当であって，本件控訴は一部理由があ

るから，原判決を上記のとおり変更することとし，主文のとおり判決する。 

 

知的財産高等裁判所第４部 

 

裁判長裁判官     大   鷹   一   郎 
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裁判官     古   河   謙   一 

 

 

裁判官     関   根   澄   子 



 41 

（別紙）          被告商品目録 

 

商品名 Forestone Leather Strap for Saxophone 

写真 
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（別紙）          被告商品の形態 

全体的形態（外側） 

 

全体的形態（内側） 
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革バッド（外側） 

 

 

革パッド（内側） 
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ブレードクリンチ 

 



 45 

Ｖ型プレート 

 

 

ブレード（紐） 

 



 46 

フック 
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（別紙）          原告商品目録 

 

商品名 サックス用バードストラップ（BIRD STRAP for Saxophone） 

型番 BSN-AW 

写真 
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（別紙）          原告商品の形態 

全体的形態（外側） 

 

全体的形態（内側） 
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革バッド（外側） 

 

 

革パッド（内側） 
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ブレードクリンチ 
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Ｖ型プレート 

 

ブレード（紐） 
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フック 
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（別紙）     原告商品と被告商品の各構成態様 

 

    原告商品 被告商品 

全
体
的
形
態 

写

真 

  

A 革パッド，ブレードクリンチ，Ｖ型

プレート，ブレード（紐）及びフッ

クの 5つのパーツにより構成され

ているサックス用ストラップであ

る 

革パッド，ブレードクリンチ，Ｖ型

プレート，ブレード（紐）及びフッ

クの5つのパーツにより構成されて

いるサックス用ストラップである 

B ブレードクリンチの留めネジ（六角

ボルト）を緩めてブレード（紐）を

外すことにより，上記 5つのパーツ

全てを分解することが可能なつく

りとなっている 

ブレードクリンチの留めネジ（六角

ボルト）を緩めてブレード（紐）を

外すことにより，上記 5つのパーツ

全てを分解することが可能なつく

りとなっている 

革
パ
ッ
ド 

写

真 

 

 

 

 

C 2枚の革を張り合わせ，内部に 2つ 2枚の革を張り合わせ，内部に 2つ
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のクッションを配置したパッドで

あり，中央から左右の端に向けて

テーパードした形である 

のクッションを配置したパッドで

あり，中央から左右の端に向けて

テーパードした形である 

D 外側の面は，光沢のある黒色の革で

あり，シボ（皺）がある 

外側の面は，光沢のある黒色の革で

あり，シボ（皺）がある 

E 内側の面は，明るめのベージュの革

である 

内側の面は，グレーがかったベー

ジュの革である 

F 革パッドの中央側に底辺，それぞれ

左右に頂点のある，丸みを帯びた三

角形状のクッションが 2つ設けら

れている 

革パッドの中央側に底辺，それぞれ

左右に頂点のある，丸みを帯びた三

角形状のクッションが2つ設けられ

ている 

G 1つのクッションの横幅（革パッド

の中央側のクッション辺の真ん中

から左端ないし右端の頂点までの

長さ）は約 9cm，高さ（革パッドの

中央側のクッション辺の長さ）は約

4cm，厚みは約 1cmである 

1つのクッションの横幅（革パッド

の中央側のクッション辺の真ん中

から左端ないし右端の頂点までの

長さ）は約 9.5cm，高さ（革パッド

の中央側のクッション辺の長さ）は

約 3.5cm，厚みは約 1cmである 

H 革パッドの中央にはクッションが

なく，くぼみがある 

革パッドの中央にはクッションが

なく，くぼみがある 

I 左右の端にブレード（紐）を通すた

めの金属のハトメがある 

左右の端にブレード（紐）を通すた

めの金属のハトメがある 

J 革パッドの内周全体に黒糸の縫い

目がある 

革パッドの内周全体に黒糸の縫い

目がある 

K 左右のハトメからクッションに向

かって楕円状の黒糸の縫い目があ

左右のハトメからクッションに向

かって楕円状の黒糸の縫い目があ
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る る 

L 革パッドの中央部から左右の端ま

での長さは，約 22.5ｃｍである 

革パッドの中央部から左右の端ま

での長さは，約 21.5ｃｍである 

M 革パッドの中央部の幅は 5.5cmで

ある 

革パッドの中央部の幅は5cmである 

ブ
レ
ー
ド
ク
リ
ン
チ 

写

真 

  

N 空洞の円柱状の金具であり，片側に

若干テーパーがある 

空洞の円柱状の金具であり，片側に

若干テーパーがある 

O 光沢のある黒色の金属である 若干光沢のある黒色の金属である 

P ブレード（紐）を固定するためのシ

ルバーの六角ボルトが表面から内

側にねじ込まれている 

ブレード（紐）を固定するためのシ

ルバーの六角ボルトが表面から内

側にねじ込まれている 

Q 高さは約 1.2cmであり，直径は約

0.7cm である 

高さは約 1.2cmであり，直径は約

0.7cmである 

R 表面にロゴマークが付されている 表面にロゴマークが付されている 

S 革パッドの左右の両端に配置され，

当該両端のハトメを通したブレー

ド（紐）を固定している 

革パッドの左右の両端に配置され，

当該両端のハトメを通したブレー

ド（紐）を固定している 
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Ｖ
型
プ
レ
ー
ト 

写

真 

  

T 中央部の四角形状とそこから左右

に伸びる辺とからなるプレートで

ある 

中央部の四角形状とそこから左右

に伸びる辺とからなるプレートで

ある 

U 光沢のある黒色の金属である 若干光沢のある黒色の金属である 

V 中央の四角形状の部分にブレード

（紐）を通すための 4つの穴がある 

中央の四角形状の部分にブレード

（紐）を通すための 4つの穴がある 

W Ｖ型プレートの左右の端にブレー

ド（紐）を通すための穴が 1つずつ

ある 

Ｖ型プレートの左右の端にブレー

ド（紐）を通すための穴が 1つずつ

ある 

X 革パッドとフックの間に配置され，

革パッドを通した左右のブレード

（紐）をそれぞれＶ型プレートの左

右端の穴を通して中央部でまとめ，

フックをぶら下げるための構造を

有している 

革パッドとフックの間に配置され，

革パッドを通した左右のブレード

（紐）をそれぞれＶ型プレートの左

右端の穴を通して中央部でまとめ，

フックをぶら下げるための構造を

有している 

Y 中央の四角形状の部分にロゴマー

クが付されている 

中央部から右に伸びる辺の部分に

ロゴマークが付されている 

Z Ｖ型プレートの左右の幅（左端から

右端までの直線距離）は約 14cm，

中央の四角形状の底辺の長さは約

2cm，その高さは約 3cmである 

Ｖ型プレートの左右の幅（左端から

右端までの直線距離）は約 14cm，中

央の四角形状の底辺の長さは約

2cm，その高さは約 2.5cmである 
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a Ｖ型プレートの厚みは約 0.3cmで

ある 

Ｖ型プレートの厚みは約0.3cmであ

る 

ブ
レ
ー
ド
（
紐
） 

写

真 

  

b 黒色の編み込みの紐である 黒色の編み込みの紐である 

c 太さ（直径）は約 0.3cmである 太さ（直径）は約 0.3cmである 

d 革パッドのハトメを通ってブレー

ド（紐）で固定され，Ｖ型プレート

を介してフックを吊り下げている 

革パッドのハトメを通ってブレー

ド（紐）で固定され，Ｖ型プレート

を介してフックを吊り下げている 

フ
ッ
ク 

 

  

e 光沢のある銀色の金属フックであ

り，紐を通す輪とサックスに掛ける

フック部分からなり，両者は回転式

で接続されている 

光沢のある金色の金属フックであ

り，紐を通す輪とサックスに掛ける

フック部分からなり，両者は回転式

で接続されている 

f フック部分は，バネで開閉される フック部分は，バネで開閉される 
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g フック部分に無色透明のゴム

チューブが設置されている 

フック部分に無色透明のゴム

チューブが設置されている 

h Ｖ型プレートを介してブレード

（紐）に吊り下げられている 

Ｖ型プレートを介してブレード

（紐）に吊り下げられている 
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（別紙）     原告商品と被告商品のＶ型プレートの比較 

 

（上が原告商品，下が被告商品） 
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（別紙）          旧原告商品目録 

 

商品名 サックス用バードストラップ（BIRD STRAP for Saxophone） 

型番 BS-AW 

写真 
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（別紙）     原告商品と旧原告商品の変更点 

 

１ Ｖ型プレート（上が旧原告商品，下が原告商品） 
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２ 革パッド（上が旧原告商品，下が原告商品） 
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３ ブレード（紐）（上が旧原告商品，下が原告商品） 

    

 

    

 

 

 

 


